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第135号議案 長崎市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例
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１ 改正概要

⑴ 改正する条例

長崎市法定外公共物管理条例

⑵ 改正理由

２ 改正内容

占用料は許可の際に徴収することとし、占用の許可の期間が複数年度にわたる場合で、市長が特に必要があると認める

ときのみ、毎年度徴収することとしているが、占用の許可の期間が複数年度にわたる場合は、占用事業者の会計年度を考

慮した徴収を行うため、毎年度徴収することとする。

許可の際に徴収

占用の期間が複数年度にわたる場合で
市長が特に必要があると認めるとき
毎年度徴収することができる

現在

【改正イメージ】

占用の期間が複数年度にわたる場合の占用料について、占用事業者の会計年度を考慮した徴収を行うため、

占用料の徴収に関する規定を見直すもの。

許可の際に徴収

改正後

占用期間が複数年度にわたる場合
毎年度徴収
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３ 施行期日

公布の日

４ 新旧対照表

改正後 改正前

〇長崎市法定外公共物管理条例 〇長崎市法定外公共物管理条例

平成１６年９月３０日 平成１６年９月３０日

条例第６３号 条例第６３号

（占用料） （占用料）

第９条 〔略〕 第９条 〔略〕

２ 〔略〕 ２ 〔略〕

３ 占用料は、占用等の許可の際に徴収する。ただし、占用等の許
可の期間が当該占用等の許可をした日の属する年度の翌年度以降
にわたるときは、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を
市長が別に定める期日までに徴収する。

３ 占用料は、占用等の許可の際に徴収する。ただし、占用等の許
可の期間が当該占用等の許可をした日の属する年度の翌年度以降
にわたる場合で、市長が特に必要があると認めるときは、翌年度
以降の占用料は、毎年度、当該年度分を市長が別に定める期日ま
でに徴収する。

長崎市法定外公共物管理条例（平成16年9月30日条例第63号）
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